
工 事 の お 知 ら せ

    ※歩行者も通れません。

工 事 の 期 間 令和 7年  11月  4日 ～ 令和 8年 1月 30日まで

　下図に示す 第4号橋梁 の 塗り替え と 床版のひび割れ及び継目の補修

　工事を行います。

工事の期間中は、下記のように 交通規制 を行いますので、御協力をお願いします。

工事施工業者 大石建設株式会社　工事部　0548-32-0563

工事担当者　鈴　木　090-1984-2824

交　通　規　制 第4号橋梁　全面通行止め　実働約　３０日間　 8：00～17：00 まで

　工事期間中であっても、全面通行止めを必要としない日は解放します。

　また、夜間は解放します。

工 事 発 注 者 吉田町建設課　0548-33-2124
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